
安全運転管理者等の届出に関する変更点

届 出 書 の 様 式 変 更

警察行政手続サイトからe-Govでの電子申請に変更

【令和７年12月１日から様式の変更】

安全運転管理者・副安全運転管理者の届出に関する様式が変更になりました。

届出の際は、お間違いのないようにお願いします。

旧様式も当面の間は使用することが可能です。

① e-Govの電子申請画面において、申請手続を選択

② 申請書内容を入力

③ 添付書類及び提出先選択

（提出先の誤りに注意してください。提出先は事業所の住所地を管轄する警察署です。）

【令和７年12月15日からオンラインシステムの変更】

※ 令和７年12月15日で警察行政手続きサイトの運用は終了します。

新様式はこちら 安全運転管理者 副安全運転管理者

https://www.police.pref.ehime.jp/yosiki/kotsu/an_kan_kanri.htm
https://www.police.pref.ehime.jp/yosiki/kotsu/fuk_an_kan_kanri.htm

